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インド・西ベンガル州にbける統一戦線と

良民運動（1967年2月～1970判月）に関する資料集（I)

三えが 4

訳話対照表

l 第 1，＇：：士一戦線そ民民運動（ 1967年 3JJ～1968iト

2月〉

1. 第 l次統一戦線政府の基本方針〔ル〕

'.2. 土）fl －よび地区中日日記者~＇日

;3. ナ，7 レ｝レ fくリ j邑ド： ，j、土地己；1_・'1η 

：千－委員会の 6モ耳目綱修l 

4. 「24ノぞルガナの小刊の農民：璽君l1J （論文〉

"・ 「i!U¥: l要求の闘し、と民主 l.｝＼（の関L、』よー体で

ある」（論文〉

6. 「/l専問l士大部分の土地で収獲舟守りねいt:J（記

事）

日 大統t見直結支配と農民運動 (1968年 3月～1969-q'-

2月〕

1. 「fl！己運動と組ぬよJ決議j

2. 州農民組合による知事へのメモヲンタム

3. 農民組合議長の知事への醤筒

4. 「iご14会jの決議

（以上，本号）

m 第2次統一戦線と幾民運動（1969年2月～1970年

3月〉

1. 統計l存i': のszr：·円綱領 Cl~·〕

2. 統一戦線政府の地租相の 4項目指示

3. 統泌総政府，，， -I：地改革ブj♂ ti 〔抄〕

4. 24- /l ナナ県 5党会談の：i！：定

5. 土地のための農民の闘争について統一戦線の

決定

6. 土地摘発運動につL、て統がはえの方が

7. 土地諮問委員会について統一戦線の決定

8. ザミンダリー収用法適用に対する訴訟について

土地J t 土刊地租相｛乃声明

9. ガンディ一首相への西ベンガノレ州統一戦線政府

地租相コナーノレの書簡

10. 農民：＇，］（引の現代陀？の新たな 1111'.術にーん、ご

｛，＼ι ／］長
ひろし

宏

2-lハルガナ以！たjで組合のJ旨；J三

11. 収獲を守る闘し、にむけて24パノレガナ県農民組合

吊後

12. Ji｛／むとり人れに関するf,!ffJ）指心、

13. 収獲とり入れに関する24パルガナ県7党の決定

14. J[{jと！とり人れに関す在地但相の放吟演説

15. 収獲！~i争，：－Jいて， fンド共産党（，ノレタス Jて

室長）出問ベンがノレチM委員会の決議

16. 州首相特別顧問ランジット＝グプタの収獲とり

入r,iこ関すろ公六報告 〔J-)J

（以上，次号〉

まえがき

この資料集は， 1967年 2月のインド第4次総選挙直後

の西ベンガル州統一戦線政府の成立から同年11月の解任

を経て， 1969年 2月の同列、仲間選挙で再度成立した統一

戦線政府が崩壊した1970年 3月までの時期における，農

民運動と，統一戦線政府の土地改革方針に関する若子の

資料を収録している。

そのH的は，（幻同期の西ベンガル州統一戦線政府によ

る土地改革の特質とインドの土地改革におけるその意

義，（2）丙ベンガ、Jレ手IIの農業，土地問題の特徴，（3)1967～

70年の政治民開と商ベンガノレ州の農業，土地問題との係

わりを明らかにするための資料とすることにある。

ここでは上記の期間を 3段階に分けている。第1期；土

1967年の統一戦綜政府の成立からその解任を中心とす

る， 1967年の耕作期から1968年 2月頃の収獲期に至る時

期である。 1967年の第4次総選挙では食糧危機・工業の

司張などによる経済危機で，全インド的な反国民会議派

傾向が表面化し，ケララ，西べンガルのインド共産党（マ

ルクス主義〉，インド共産党を中心とする左翼統一戦線政

府をはじめ、 8州、iで非国民会議派政権が成立した。西ベ

ンガル州の統一戦線政府は， 14覚からなる連合政権であ

ったが，本資料集にその一部が紹介されている (Iの1.)

18項目綱領にもと J九、て外！の諸問題にとりくんだ。しか

う9
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し統一戦線は州議室会内で国民会議派との議席差はわずか

12議席であ，）乞こと、涜一戦線の大衆的基盤の未成熟な

どの理由から，土地問題に対する政府の方針は十分に展

開きれなヤう%に，内部からの離脱を生み，，／，！尚l事：の裁

断により解任された。しかし州知事の裁断には，憲法に

定めれれた権限をはるかに越えるものである左の非難が

強くたされ之G この経過と，民業・土地問題どの関連に

ついては，収録した資料から十分うかがうことが可能で

あるコまたI'lfi7年｝こは，労働運劫の而においても州の出

失労働日がそれまでの最高であった1947年の 588万4742

日を独立後；土じめて；f駕し， ι11万8RHi日に濯したこと

も注.¥if：しておく必要がある。

統一戦線側としては、州政府の解任さと，民主主義への

攻撃、農民のtz獲闘争，土地闘争への攻撃ととらえ，19(i7

年米から1968年 l, 2月にかけて，大規模な抗議行動を

組織Lた。資待 I5. ：±，農民泡合〔 fンド共同主党＝ず

系）の立場からのものであるが，民主主義闘争と農民闘

争の明連，農民とすjJ助者その他の階級との共；，，j行動の：：：｝：

味について展開している点で本資料集の対象とする時期

全体にかかわる問題を提起しでいるヤあろう r

i右2期11統 A戦車県政府の向干f壬後のP・C・ゴ シュ政

府が内部抗争から崩壊し大統領直轄支配にはいった時期

で， 1969年 2月の商J くンガノレ；トl中間選挙までの期間であ

る。これは1968～69年の耕作から収獲までのサイクルに

照応十る。：干期の区分のみをとってみても政｛台（I'つな清勢

が，農村の情勢を敏感に反映していることが明らかであ

る「竺のH寺町1主農民運動のfWJ＇＂らいえば， 1):z重}jの時期

者215議席〉，と，各左翼勢力の影響力の強化によって，

政府の方針（資料11[-l.）がかなり前進したのである。

資料にも見られるように，県あるいはそれ以下の段階で

の共同行動の前進があり，耕作から収獲の全片面をある

程度有機的に結合した土地政策，農業政策が農民運動と

政府の双かから展！婦された。特iこ刈り入れにあえっては

直銭耕作青を行政が氾握し，保護するという，きわめて

重要な方針が展開されている。西ぺンガル・J・ト｜でのこの時

郊の土地改革政策は七地問題を全イン［ご的な政治問題の

焦点として浮びあがらせたばかりでなく，州統一戦線の

存在d，ある論者によれば，同氏会議派分裂 (1969年11

月〉への大きな要因であゥた。（Ghosh,Sankar, The 

Disinherited StatιA studyザ lVestBmgal 1967-

70, Orient Longman, 1971, p, vii）ミうし之経過から

すれば， 1967年から1970年の酋ぺンガル州の統一戦線と

民民運動は州の土地改革をその規模と内容におし、て許干

前進させたことは疑いないとしても曹むしろそれらが土

地改革をli＇心とする全インド的な政治展開 iこ与えた影響

カという点に重要な意味を見出すことも可能であろう。

資料集という性格から，解説は±1そよか限度にとどめる

が，同期の西ペン勺、，，J.,外iの政治展開などにつし、ては， s.
ゴーシュの前掲書を参照されたい。 （これについては定

家孝司氏による書評があるc 『アジマ経済』 ~112巻 8 号

1971年 89-93ページ。〉

以下資料収録にあたっての選択基準などについて古下

の説明を加えたい。

であって，谷資料カAらもうかがえるぷうに，土地分配， 〈資料の出所〉

小作人の保護などに関して若干不利な状況が生れている 各資料のタイトノレの下に（）で示してある0 People’s 

一方、こ士にh主示してないが，統一戦線側がLY!i8年初頭 T)，’mocra巾ばインド共産党（マルクス主義）の英文機

から展開した大衆行動がいく分か地についてきた時期で 関紙（週干の， Ganashaktiは問党西ベンガノレ州委員会の

もち）た。 l川8～刷午；こまJこぶる収！煙防iを前に，四つの 4こンガノレ話機関紙（タ干のである。た乏し， Eの3,8, 

農民組織が主催した「民主集会」の開催（資料II-4.〕 9については，当時の州政府が報道関係者に配布した英

仁その表われをみる三とができる。付け加えるならば唱 立：のメモを並用した（この資料はアデア経済研究所前室

イ二ド共並覚（両市J系の呉氏組台（AllIndia Ki川口 研究部の大内徳氏かん借用主せてν之だいた）。

Sabha）は， 1967年10月にそれぞれの系列に分裂し，丙 〈選択の基準〉

者とも農民汎合左利、しているじ組合ほほ， 1%的： 5月か 特定政なの見解， f凶人による新開，雑誌論文はできる

らインド共産党（マ〉系；土赤地に鎌と鎚，インド共産党 だけ避け（例外は， Iの4, 5, 6, illの15），統一戦

系は赤地iこ液であるc 線政府や政党の共同声明を中心tこ収録した。良民運動の

第3期は1969年2月の中間選挙による統一戦線政府の 側からは，他農民組織の資料が少なく，かつ包括的に綱

樹立 l怜ら， 1970年 3月に内部分裂，特にベンゲノレ会議派 維できないために，インド共産党（マルクス主義）系の段

しつi]lf脱に上って崩取するまでの時期であり， Iii，議会での J（組合のピ:'.fl十を収録した（γiI! ( IIのI,2, 3, Illの10,ll）。

圧倒的な優枚（国民会議派55議席，統一戦線とその支持 1967年について特に問題となるいわゆる「ナクサノレパリJ

60 



訳語対照表

Ⅰ　第１次戦線と農民運動（1967年３月～1968年２月）

1972080063.TIF

出空間ケ哩型計型炉匂 型笠出T 沼野＝－，・＝一一一一一一一田町一一一一盟資 料一一一一一一
事件tこっしては，それ白体ぼう大な資料が存在するので， 山地主＊ I jami<lar o jotadar landlords 

（一樹9，こ） ！ ： 
ここではすi件の背長を理解する功として、資料Iの：土 問ジョトダーノレIjotad昌r i iotedar 

帥折半小作人格 Ibhagchil.~i o I tenants 
を訳出した。 または，j、作人！ b叫；Jil.r land 
資料集としてはできるだけ地域段階での農民運動の （一般的に） I I share-croppers 

実態が明；，かになる資料が必要とされると考えるが予

こでは， 24パルガナ県の資料に限った。これは1967-70

年の時期を通じて同県が農民運動のペーぇ・メーカーと

しての役Iを果たしていたからである。このことは，資

料Eの4と6との関係， Eの10などからうかがわれる。

〈訳隠その他〉

訳;it¥の対照については次表を？参照されたL：資料の文

中にある〔〕は訳者の注，（ 〉は原文の注または原諮

を示す。また本文についている訳者注は，各時期ごとに

一括じて長後におい之。時期の分割は必寸三しも，統♂戦

線政府の在任期間ζ一致しない。

（注 1) インド共産党（マ〕系の良民組合は19661f.・

lOJJか・，1970午 β ：Jまで ν勺U＇，：に，組合l)E止を11万498:'i

名（分以前の全組以ぷ数）かづ9？，万9581Y，へと増加己込

た。本資料の扱う期間における，この組織と統‘戦線政

府のブ；tiこの関レヲ f！農民組t<I，，政党と c').ii；））関係，対

立点ti:＇・＇つい v：：唱収録した託料かららミ t勺一統合っ

かがうことができる。各政党，差益ll:組織の阿！切における

役割（ ... ；＇佃Tのためには各農民組織，国民主 i議派をはじめ

とす乙 ，，｛＼ 6党の主；十ド1比較対照が必要であとことはL、.・，

までもなL、。

，，，： 活対 照表

〈日本語〕

土地に関するもの

{1）》、ナミ（地）

{2）余剰地
(3）休閑地
(4) 養魚池

(5）摘発（する）
(6）帰属

一一ω ずる

(7) 目.： [fj 

〔ベンガル語〕

, Lenami. liami} 

l仙 η帥 jami
! patit jami 

〔英語〕

: I Jピnaim,
1 :rpala五de
! surplus land 
fallow land 

be,;li, jat kar, , 
mechhogheri ;ianl、おhery
ucldhii.r (karii) ! reco、er
nyasta (adj) I v巴st
nysta karii (hiiwii.), 
li口rtiino司 ιrahankar亙 vest
dakhal I possession, 

I acquisition 
（政1/'.J')収用地（sarkii:i)khas government 

jami iposse弓edland 
(8) i'iわ占拠＇ dakhal i 

1i ｛了濯を千尋る clakhalp♀wa I 
日1’丁（占拠y こ.dakhal kara （または rakhii)
占有地 dakhali jami I • 

制移転けよ地の） hastantara I transter 
刷所有権 malikana i仰 nership
U1l ＇：＇問介在者 ,rnadhy，日wattab- ; in term，号diary

hogi 
t也jと，J、作人等に関するもの

M パルガダール1bargadar bargadarまえば
share・cropper

M 追いたて iuchhed，まれに I eviction 
lbedakhal ! 

4丹高利貸し 凶ah昆j担 lmoneylen 
似） 喜暴カ開 [g白亭d誼（bll.hini) I goonda s 

行政，司法等に関するもの
(1田県 I jela ’［district 
帥君II I mahakuma subdivision 
制タナ（警察［.:Z• : thiinii pol ice station 

磐） : I 
凶地区（パンチ aiichal I anchal 

ャーヤトの〉； I 
(2'.1 地区，地域，i也afichal,eliikii 'region, area etc. 

帯（一般的に＞ I I 
帥下級土地 ! je-el必r幽o,adhist・ j J uni.or Land 

改革官 I an bhilmi sanskil.r I Reform Officer 
! adhikiirik I＜略ヱJ.L. R. 0.) 

仰民事裁判所 IdewiinI adalat I Civil Court 
(26) （次席）県長宮［(atirikta) jila I (additional) 

I samahartiiまたはIDistrict Magistr• 
di-e血 Jate（略＝D.Mふ

I Collector 
その他

1271 封建主義 I sii.mantatantra_ 
的支配者lsamantatantrik 

prabhil 
。日プロレタリア sarbah且ril

ート
(2:l! ボランテ fア swechhascbak

部隊 i biihinI 
30）脱穀場 ,khiimilr 

! feudalism 
j feudal lords 

( proletariat 

! volunteer日

1伽 eshingfloor 

〔l:l：〕 ＊地主とジョトダーノレ，ま f土折半小作人・小

f'I 人とバノL プJ ターんを ~JC:/iにおいて分けるのは，ベン

ガノレ以外の地域について，あるいは一般的に地主，小

作に言及する場合に，英文では lardlords,tenantsと

j叱度 L，引にベンガノιc' l !'Ji.主， dれに言及する場合は

失文中においても jotedar,bargadarと原語を使用し

ているからである。またベンガノレ語のテキストでも，

C文の landlords,tenantsに当ろ場介は， ilとんど

jamiclii.r o jotdar, bhagch孟号io hargadii.rと＿／；：）立して

いる。

I 第1次統一戦線と農民運動

(1967年3月～1968年2月）

l 第 l次統一戦線政府の基本方針 C抄〕（1967年3

月1日，カノレカッタで発表〉

1;;;3項目）物資の供給不足と必需品価格の藤氏による

深刻な窮状をとりのぞくためには，この政府は限定っき
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の，しかも l4'i＿なる行攻的な措授のみに依存することはで

きない。生産，とりわけ食糧の生産増大のために適切な

拾i置をとるであろ・）＂このことを念頭におヤて政府は進

歩的な土地改革措置を採用し，適切な滋1筏，排水，肥

料‘攻良母子と科坐i'icJ〔耕作三］方法、改良手L牛および残

業融資の供給を行なうとと心よって農民にと.，て現実的

なインセンチィブを与え，収獲物に対し合理的な価格の

設定を行なう。貧民，折半小作人，長女労働音および限

窮状態にあるすべての階級の農民が直前するあらゆる困

難出品題に特lこ配慮がなされるであろう。

（第14項目）統一戦線政府は労働者，幾民，教師その他

あじタる｜清11＇｝の勤 1ザ／＇iの自ら；＇）要求と不満を宍印 lする組

合消成の柱干rJを認め，人民川己主主義的かつ！と：うな運動

を弾圧しない。人民の民主主義的希望に沿って統一戦線

じ行攻運汗体制と合てて隊の再編を行なう。言ヂ： A 戦線nu;

本的人権の保障を行ない，インド防衛法その他の法律の

適用の権限をインド政府にlj.えている「非常事態宣言j

の解除を特にインド政府に婆求する。予防拘主主法をはじ

めすミてのコド民主il'J抑圧法黙の撤回の売めにも庄力をか

ける。

（第四項目）上記の諸方針を実現するためには，単に行

政機時にのみ依存士一f司あらゆる函で各層の人民の真剣

な協力と援助を要望する。地方自治制度をはじめ，パ〉

チャーヤト士民主fじL，活発化する

2. 土地および地帯且栢の記者会見

(Peoj>!c's D<'IIIοcracγ，1967年ら）J2HIl 

f日iγの前三、と現（－｛する法-i:11－’1限界lりでは革命的なこ与

はーっとして可能でない。しかし農民に対し緊急の対策

とナこる若千七＇）前進的措置をとることは確かに ，，s能であ

る。これらの措置は勤労農民が彼らのイニシァティプ

と‘ HI.識力士発展させることを助けるであろ九重量廷の

イニシァティブの発展と組織カの進展は，さらに前進す

る芭生ならすであろう c 若トし勺措置は｝でに人民の利益

のえうにとられたが，それらも人民のイニシ γ1ィブと

組織力の助けなしに現実化することはできないだろう。

大きな変化を考えるには，もう少し時間が方、がるとろ

う。しかしすでに現存の法律による制限内においてもわ

れj，れがどリくもろとして＇，＇るのは‘： 1，子ば＇ >l立主主のj也

程免除，（2）貧農の家宅地の重量録，（3)1ピガ（約3分の 1

エー：＇Jー〉以下の家宅地の地租免除，（心政府の帰属地の

〔農民への〕分配，亡して（5＼パPレガダ－.：レ〔折半小作人〕

の追いたての禁止である。

一「；-fつ位！1-xの地fll免除；改I「Iは平常平度と比較して
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60%以下の収獲高しかない地域tこ対して地程の免除を決

定している。他の地域では地租が婆求されるが，執行令

状（Certi五cate）は発行しない。

貧農の家宅地の塗録；多くの地域 σ貧農の家宅地は彼

らの名で主主録されていない。それらの事例を確認し，登

録を更新する指示が山された。それらの農民を追いたて

た者は厳重に処分されよう。

1ピガ以下の家宅地の地税免除，地但省からは， この

決定を実行するに必要な指示が出されている。

政府の帰属地の分間；問題i土非常に深刻である。ベナ

ミ（benami）移転（注1）と，法廷の禁止命令のために政府

はいまだに12万10刷工ーカーの土地のi奴用を行なえずに

いる。さらにまた，す叶こ政府の手にある土地の分配の問

題がある。国民会議派体制下で分配された土地に関しで

は非常に盛大な嫌況がかけムれてヤる。多くの然資格者

が土地を受けとっているo その聞に設立された諮問委員

会（Advi刊 ryCommittee）に付しては多くの非難が向け

られている。そのため統一戦線政府は土地の分配作業に

ついては，実行可能な限り民主的協議をもとに行なう。

そのため政府は11Fーさ会議iiR1本意！JIこ上る諮問委員会を解

散し，村落（gram）パンチャーヤトのメンパー，農民組

織（KisanSabhas）の代表，外i議会議員そして地区長・

(Anchal Pradhan）の協議のもとに土地を土地なし幾民

および貧農に分記することに決定した。

追いたての問題；これはあらゆる問返のうち最も探刻

ヤある。統一戦線政府が結成されるや否やグョトダーノレ

(lL 2；と反政分子は，政府が仁川、土地所有者からその土地

をとりあげるという中傷をまき散らして，その過程で農

村部での大長の追いたてをひきおこした。したがって攻

府は直ちにこの中傷を暴露し，追いたてを禁止してパル

万ダ－JI,を敗済する措置をとらねばならなかった。

この中傷宣伝に政治的に闘い，組織された貧農のカが

十分に発民しない（渋川追いたてばll'i.fこ法制j，行政的指－

J起では停止できない二とを政府は良く J意識している。そ

れ故一方で政府の政策を明らかにして中小所有・者に確信

をlj.え，他方農民にけしては遣いたてに大r.nに砥抗する

よう呼びかけたのである。

同時lこ政！（fの官吏に対しても迫u、たてに対して農民を

援助するよう指示が与えられた。

それらの指示には，いかなるパルザダールがどのよう

な追いたての事例を彼に通告しようと，常に追いたてを

防ぐべきであると一片の疑いもなく述べられているので

あるう必要な場合は刊事手続法（CriminalProcedure 
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統一戦線政府は，もしこれらの緊急の措置が実現され

れば，それ以上の前進も可能であろうと確信している。

政府η吏の態度Lこれまで政府宮支はある特定のやり

方に慣れてきた。今や彼らはもう一方のやり方に慣れね

ばならない時？ある。当初彼らl主上述の諸持iH：；の意義を

理解するのが非常に困難であq た。そのため，一層の指

示が必要であった。それらの諸指示が遂行容れない場合

もみられた。

階級闘争の激化；過去2カバ閣の経験から追いたてが

減少の方向に向っており，指示が実行されつつあると考

えることができる。明確なことは一つ，つまり一方にザ

ミンダーノレ・ジョトダーノレ，他方に勤労農民の聞の階級

国争が先鋭化！ていることである。そのため農民を組織

化する11務i土キ常に緊，・;B_・：：ある。喜ばしいことに，勤労

農民の聞にイニシァティブと組織とが成長しつつある。

茶園の余剰l地；茶園地帯の余剰地の問題は非常にこみ

入って＇，沿っ｜司民会議派政府はそれらの仁地を結局収用

しなか..，たみ茶園諮問委n会（TeaGardens Advisory 

Committee）の報告も実泌されなかったの統一戦線政府

はこの件に関して直ちに措置を講ずる。

ベナミ地の摘発，ベナミ地の摘発について政府は今の

ところ何らの決定も行ない得ていない。；忘i去，裁判所，

証書，，；L'.以による障害は甚大こある。ともあiL，そうし

た土地，特に大規模なものについては何らかの対策が必

要である。

行政機構改革の必要性： （記者との会見の最後に地租

相は特に次の 2点を述べた。〉

第1；二フノレジョワ憲法とブルジョワ行政依？誌による綬

界は過少評価してはならない。この限界は非常に拘束的

である。

第2に， ：ドミンダールによるベナミ移転は大きな障害

であり，それを除去せすには土地分配の作業は不可能で

ある。そのなめ，何としてもこ二れを除去せねばならず，

その目的に沿って西ベンガル州の行政機構は根本的に改

変されねばならない。

3. ナクサルパリ地区の土地改革措蜜・タナ土地改率

委員会の 6項目縞領ぽ3)

（『反統一戦線策動の歴史.11Samiksha Parishad, Calcu-

tta, 1968, pp. 62-64) 

(1) J 953年5月5日方ιら政府への帰属力士官言された日

までの！日］に行なわれたと想定される不法な土地移転tこ関

しては西」ガル・ザミングリー収用法 第5条A項に

息づく調査および搭IJJ：が必要である。

（お 同法によ。て政府に帰属された土地に関しての諮

問題については，

い）部分的に帰属された土地の政府if分を含め，すぺ

ごの帰属地の政府i阪府の完了を行なう。

（口）無権利かっ不法に占有された砧民地に関しては，

不法占有者の追いたてを行ない，土地の再占有が必婆で

あれば，資格検定のうえ現占有者を合法的占有者とし，

ライセンスを付与すること。

り攻府に帰属された期日のiえに帰属地を不法；こ移

転，譲渡する問題については政府の所有権を確認し，そ

れらの土地の平等収用のために必要な各種の介入，たとえ

ば補償の差押え，処罰を加えること，またパノレガダーノレ，

Tディヤール惚れで，これら不法移転の結果追u、たてを

うけた者iこ，占有権を回復する，あるいは代替地支給に

よる救済等を行なう。

（斗帰属地にして，下記の分類によって利用され，幾

地として不適切とされているすべての土地の点検。（i）皮

J井作業および及繋i] (1(:Jに分記するに適するもの，（ii）将

来あるいは現在，経済的再利用， i接統，排水施設または

土壌保護計画に転用の後農業目的に適するもの，（iii）農

業に不適であるが森林造成に適するもの，（iv）農業に不

適であるが， w段業用に適するもの，（v）利用不能主た

開発不可認の荒3在地

(3）農業目的に，政府収用地および帰属地を分配する

こと。

（イ） ベンガノレ年1374年 C西暦1967年〕度分として直ち

にi年ライセンス（汁5〕による政府収用地および似属地の

分配必

刷新たなライセンスの発行あるいは以前の年度のラ

イセンスの真新によって，ベンガル年1374年に分配さ

れた土地について，その適切皮を検討して，土地分配の

1時1jを下記の上うに分類すること。（i）次年度にむけて更

新川議なもの，あるv寸土ライヤット権〔農民的永所{T権］

設定可能なもの，（ii）土地の量を削減すれば，（i）と同じ

に扱えるもの，（iii）ライセンスの更新またはライヤ、yト

権の設定の不可能なもの。

什ベンカ、／レ年日75年より，またはその後可及的速が

にライヤット権分配の措置を認可しうるために，土地分

配のためのリストを作成すること。

(4) バノレカ舎ダールまたはアヂ fヤールの不法追いたて

について，西ベンガノレ土地改革法の第19条B項に上り土

地返還を行な弓ため，関係事例の調査と処理を行なう必
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要がある。百J 、ンガノレ州土地改革法の第19条AiII攻にも

とづいて，それらすべての件について法廷への提訴の必

要がある。

(5) タナ土地改革委員会；土，タナの農業従事ffの全階

層，ライヤ、F 卜、パルガダール，アディヤ－／L,，農業労

働者と連絡をと iJ，法的権利，義務について彼らを教育

する作業を援助する。

(6) タナ土地改革委員会は，タナの農業関係の状況を

常に監視すち

〔原資料にとる僻説〕

西ベンガyレ州政府はダージリン県のシリグリ郡のシリ

グリ，ファンシデワ，ナクサJレパリおよびコリパリの四

つのタナtこそれぞれタナ土地改革委員会を組織しだっこ

れらの委只会it台法的な土地改革措置の実現のために，

またこれらの地区の各階級の幾民の正当な訴えに速かに

応えるために 6項目の綱領に従うことを決定した。

四つのタナの土地改革委員会のそれぞれは，ジャyレパ

イグリーグ－：リン土地改革行（議長），ブロノ？開発宮

（副議長〕，＞ iiiリ土地改争古，そして全イ ：.， I：士グル

カ連盟，ベンガル会議派，インド共産党，インド共産党

〈マルクス主義），前衛ブロック，国民会議派，本命的社

会党，統一社会党の各 1名の代表，そして下級土地改革

官（書記）を合む。〔以下限〕

4. 「24パルガナの不屈の怠民運動」シャンティモイ＝

ゴーシュ （Deshhitaishee, Special Number, 1967, 

(Oct), pp. 196-200) 

先の総選挙；こ才｝ける国民会議iiKの敗北の後ι 紘一戦

線政府が結成され，一般民衆各層と同じく農民大衆の問

にも，広範な ：fr，認が湧きあが＜•fζ。特に農民和台也6）の

書記長が土地および地租省の任にあたったことで，農民

の希望は強力なものとなっている。この強い希望をもっ

て， 24パルデJ寸男、の広範な地域で，農民組合の指導によ

って，不::r，の民民運動が建設された。

全州は宋曽有の鋭い食糧危機の頂点にある。州、｜の糧食

はジョトダール＝退蔵者＝ヤミ商人の残忍な食人党の手

にある。農民は土地を独占する所有者＝ジョトダーノレと

土地のたYノにFs'l Jている。とのジョトダ－Jl,こそが食糧

の退蔵者である。農民を土地から局、外してνるぢ＼彼ら

こそが一般民衆からも食糧を奪っている者なのである。

農民の敵対階級こそが今日，すべての一般民衆の第 1の

敵なのである。

それ故に24ノ、ノレガナの農民がジョトダ－Jl,に対してす

すめている士出.Ii拠の闘いはすべての西ベンゲル民衆の
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生きる闘いの一環である。食糧の臣官いと土地の劉ャは一

体となっている。

この県の組織的な農民運動は今年の耕作期に，少なく

とも I万ピガの休閑地を摘発して耕作した。そして少な

くとも 4 万ど＇ j:J•の土地でジョトダールのあらゆる攻撃を

撃退して追いたてを限んだ。組織的運動以外によるもの

はこの数字には含まれていない。

運動はおもに 2種類あった。ソナノレプノレ，ジャドプノレ，

カニング，ヴア〉ガノレ，ノミラサト・タナでは農民はi1J耕

休閑地を摘発して，純作した。その最；土少なくとも 1万ピ

ガである。ソナルプノレ，ジャドプノレ，パラサトではこの

土地では先回の査定時に，査定局の役人とグ、ルになって，

？をft_池 畑 地 五sher，ア）と登録するととに上って農民の追

いだてが行なわれた。ジャドフワレ・タナのパラコラ，サ

ントンコプノレ，カリカ 7勺レ地区では 1カ）？？で数千ヒ勺ゲと

いう可耕地がこうして過去13～14年にわたって休閑地と

されてきた。これらの土地のどこにも 11)];,の魚はおろか，

I液の木さえもたい。 1然この背景には，法で定められ

た75ピグの最高保有限度をくぐりぬけるジョトダールの

意向があった。国民会議派時代にはこうした現象がひん

ぱんに生じた。そしてこれを行なったのは，ナスカル一

族，つまりへム口ナスカノレ，アルヂ、ンドゥ＝ナスカル

〈国民会議派のお導背であり，閣僚の経験もある〕らで

あ〆，tこJ

ジョイナガル，クルタリ，カニング，カクデ、ィープ，

サゴル町マトゥラフ＇；レ， ρ スナパード，サンデシュカー

リ，ソナノレプル，ヴアンガル，ピシュヌフりレ，ボジポジ，

ブ 7ノι:Y，ゴ、サメそしてカリナガルなどのタナは，ベン

ガル地方の折半小作人運動に特別のf旬、tを占めている。

農民運動では，これらの地域が多くの伝統と歴史を倉！！っ

てきた。これらの地域は多くの英雄的闘争の聖地である。

統一戦線政府が追u、たてに反対する政策を宣言するや百

やジョトダーノレらは狂気のように追いたてを広範囲に開

始しと。組織された農民も抵抗に立ちあがった。ピシュ

ヌプyレ，ボジボジ，そしてゴ、サパとサンデシュカーリ・

タナでは追いたて反対大会がもたれ農民に対し追いたて

に抵抗する呼びかけが行なわれた。この農民組合の呼び

かけに大きく応えて農民はジョトダーノレのあらゆる攻撃

も打破して少なくとも 4万ピガの土地で追いたてを停止

させた。

24パルガナ県では，上述のような休閑地，または塩水

や泥水をひきこんで農民を追いたて養魚池と化した土地

の総訟法少なく見積っても30万ピガである。また広大な
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土地が折半小作制のもとにあり，追いたても進んでいる。

それゆえ，こうした数字に比較すれば組織的運動で嬬発

し耕作し，あるいは追いたてを防いだ土地は今でもほん

のわ〆；かと！、、わねばならない。

しかし今回の運動には若干の特質があることを述べね

ばたらな1r''' 

まず今回はじめて農民は休閑地の摘発の闘争にはいり

たことであろ。土地；11:;棒のゾョトグ－；，.の仮面を奉I］ャで，

彼らは新党な闘いの方向をきり開いたのである。

次に今回の運動が民主運動のメッカ，カルカッタの郊

外， Vナyレ・／；レ，ゾャドイノレ，パラサトからM，り，マト

ラブル，ナムカ十などのベンガノレ湾沿いまで広が－，たこ

とである。以前仁（土組織的な農R運動の砦はカルカ、ノタ

からはるか離れたところにあった。そのために中聞には

広大な空i'l地帯が弐された。今回のように運動ボ開始さ

れたことで，この空白地帯は運動のなかに含まれ，ひと

続ぎの広大な農民運動の＼l）に転化する，，r能性がみえてき

fこ。

カルカ、ノ －＇！ とζ＊地帯;I)闘争から農民運動力：処立して

いたこれまでの状態が，今回の運動で克服される方向へ

一歩進んt：どいえる。

今回の運動の j,R一つの特質；土，組織された労働背階

級が農民闘争の支持に今回はじめて立ち上がったことで

ある。去るバ月Lif 1 に，ヅャイ機械工場（注7；の伝統に輝

く労働者階級は壮大で組織的なデモ行進をジャドフ勺レの

闘行農民川地区で行なν．大きな感激を湧きおこし

ラシユトリヤ．サングラム・サミティ（注8）はカルカッタ

の千 γグ・ 7一三公会，：＼’で緊急1,1;会を行なヤ，農民闘争

に支持を表明するのみならず，闘争に実際に参加する決

議を行なv＇， 闘争支援の資金をy没け， トクサPレパリの犠

牲者農民家族への救援に代表を派遣する決議を宣言し

た。庁働7i階級位今や！l:Z氏の闘いを支持して断固として

立ちあがっている。労働者階級がこの闘争の前線で指導

すと， JIはそれほど速いいのことであろうか？ 何故とい

って，労働者階級のこの歩みは歴史的であり、運動全体

の性格も，；引ヒせ去るをおないカ‘じであら。

今回lの運動の基本スローガシ；土，占拠して耕そう，休

閑地・ベナ三地を摘発して耕そうというものである。今

回の場合， ！地の所有休の問題i土と担あげなかった。農

民を各種の手段で追いたてて休閑となっている土地を再

占拠する問題が農i止にと iて最大のr,u題である。この潟

いを遂行するのと同時に農民のための根本的土地改革運

動，つまり長民〆7)'fcにJ何（rtで土地を与える運動をすすめ

るべきである。農民闘争の実力と意識の発展の段階に応

じて唱しかも民主運動と歩調をあわせて闘いを抜本的な

要求へとすすめてゆかねばならない。こうした結果によ

って数千の民主的な大衆はプナYレフワレで、l主調う農民とi車

帯を表明してデモを行ない，学生はストライキをしてタ

ナを包囲（ιherao）したc

今回の運動の遂行面でも農民組合は特徴のある手段を

とっ i七。組合が考えたのは，現在国民会議派は直接には

政権を撮っていないため，運動を組織する点で有利な状

況があろう，もし適切な手段を採用すれば，統一戦線政

府を運動の進展のためにかなり多くの点で利用すること

ができるであろうということであった。国民会議派政権

はまゴうことなく農民運動の敵対者であったが，統ー戦

線政府は政策的には敵対的でない。統一戦線政府の綱領

には民民翻争への支持が表明されている。

運動をすすめるうえで，ジョトダールの攻撃にはおも

に農民自らの車滋接的実力と民主的大衆の支持と結集に依

拠した。それと並行して統一戦線政府の行政機構を可能

な絞り利用する手段をと .,t，こ。ソナルプルの例では，農

民が土地を占拠し，耕作し，ジョトダーノレの攻撃にも自ら

の実力で対抗した。そして同時に一方では農民と民主的

大衆との大集会やデモを行ない，新聞記者には正確な事

情を伝え，他方で，場合によっては，県長官，警視，郡

長官等の行政官に代表を派遣し彼らに現地査察を行なわ

せた。大集会には，農民組合議長，ビシワナ｝ト z ムカ

ージー，書記長，ノ、レクリシュナ＝コナーノレ（荷者とも

閣僚〕が演説した。こうした手段は，組織的な運動の場

合は必ずとられたG 同待iこ，県農民組合t土中央で記者会

見を行ない，取材班を運動のすすめられている地域に案

内した。

これらすべての結果として農民運動の勝利への前進が

かちとられた。警官が農民組合の活動家，指導者に銃で

襲いかかろうとした時も，ソナルプルの指導者らはたじ

ろが「冷静な手段を講じて流血の衝突を避けさせたばか

りでなく，農民の要求を獲得し，農民と民主的大衆の集

会，タナの包翻を紙織し，警視と県長官の介入を余儀な

くさせ，警官を後退させることができた。

ジャドブル・グナのカノレカフcルでは農民が休閑地を占

拠するやジョトグーノレが金切り育をあげ始めた。農民は

まず自身の実力を結集して耕作作業にとりかかり，隣接

するハルトゥの氏主的大衆を農民濁争の支援に組織し，

その後行政当局を現地査察にひき出し，闘争の正当性を

示Lた。そのためにジョトダールの攻繋もほこ先を鈍ら
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されてしまうた。

嬰民組合は至る所でこうした手段をとっている。；農民

組什は統一戦線政府の結成によって生まれた状況の変化

をできる限り利用するという可能性を否定しないし，そ

れを最大限度に手lj用したヤと考えている。しかし組frは

この内閣について，根拠のない幻想を与えようとは思わ

ない。われわれがまず必要とするのはおもに自身の組織

的な力量と広範た民主的大衆の結集そして労働者潜級の

実質的な協力への依拠であり，それにプラスして統一戦

娘内閣の援助である。

こうした手段の結果は直ちに現われたが，その点にふ

れる前にもうー止、を特に議論しておく必要がある。 Jc新

聞のどれもが，農民組合は大規模な不法行為を犯してい

るとか，訟と秩序を私物化しているとが，無政府状態を穣

口止してνるみ〉の立民を毎日伝日くりかえしている。事実

をもってことの真相を明らかにしてみようではないか。

ジョイナ7アル・ダナの有名な組fr活動家スダンナニコ

ヤールをジョトダールの暴力団は朝早く彼の家に襲い発

砲し，そのあとたぶり殺し 彼の兄弟にも致命傷を与え

た。ヴァンガノレではジョトダー／レが耕作中の農民に発砲

した。農民；まその茶爽をナII益子日のもとに提！I',Lた。宅一

十力ンでは箸官の位在中に民家族の農民の家が焼かれ，

ジョトダールの暴力団は悶から稲・ジュートを刈りとづ

ていった。ソナノLア。？レでは農民組frの指導Ifで，地域の

州議会議員ガンガダル＝ナスカノレを銃でつけねらった。

コ、サパ・タナでは↑トンヤ乙ー＝モンにyレ， Yロジュモホ

ン出ギリを傷つけ，彼らは病院に収容された。このよう

な刊は挙；fればνくらでもある。さる 9月5日にはソナ

ルグyレ・＇7、アンカ、，，.のタナ境いで，ソナル~1°1vの農民は

ジョトダールのー隊をジャウカリコパリスターの沼地に

追いつめ‘将官を派遣させて，彼らを逮捕さセ，そのF

もとから，官午司証のない不法な銃砲を押収した。農民組

合はこれまでも，私l織的た農民運動の責任だと主張しう

るこうした種類の事件をーっとして示すことができるか

と反問してきた。

ジョトダールたちこそが村々で無政府状態を醸成し，

喉もはりさけんばかりに農民に責任を転嫁しようとして

ヤることはもはや疑う余地もないのではなャか。

法律の問題をとりあげてみても，折半小作法では，チョ

fトローポ rシャク月（往9にほ折半fト作人の追いたてを

禁止している。ジョトダールらは果たしてこれを守って

Lるだろろ ；J斗 ；／ョトダ－ Iレらは民i決裁判所（Cami》

Court）の判決をす＇， Jているだろうカ‘〉 と十れば法律を
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破っているのは誰ということになるのか。

警官の態度は誰もが知っているとおりである。折半小

作法に違反して小作人を追いたてた場合，刑事犯罪とな

るはずである。瞥察庁は， 24パルガナ県のどこかで，ジ

ョトダ－11,が逮捕されたり，後らの名で起訴されてL、る

事例をフ討すことができるか。ジョトダールの無秩序な破

壊行動を抑制するために瞥察が積極的に何かしただろう

か。ところが至る所のタナで農民のRlから数百という訴

えがおこされているのである。この種の瞥察の行為を示

す¥11を一つだけ示そう。カニングのある折半小作人がタ

ナへ訴えをおこしたが， 3日間というもの何の措鐙もと

られなか－，た。 411日に高lj腎視が現地tこ来るや，突然「中

立」と称して小作人とジョトダーノレとを逮捕した。伎の

三の行為は弱者の農民を救ったのか、それともジ百トダ

ールを間接的にjぐ〉たのか。またミーナカン・タナでな

氾濫地（char）の土地を19-20年間耕してきた農民に対

し警察は何の調べもなしにジョトグールの肩をもー，て

大規模な逮捕状を執行し， 3名の農民を逮捕し，警官の

面前でヂてンダールの暴力団は8家族の農民の家を焼き

払い，収穫を刈りとっていった。嘗官がジョトダールの

側を支持している例がこれ以上必重要であろうか。

こうした状態は度々内陪を通し，また記背会見の発表

によって知らされているにもかかわらず，内相の地位に

ある州首相は秩序の問題に関してジョト夕、－！レと農民を

同列において判断するべしとの指示を出している。首相

はジョトグールの家々 に言＇ F11T証付きの銃があることを知

っているというが，許可証のなヤ銃も彼らのもとにふる

ことは維でも良く知っていることなのである。

しかし首相は農民が棒やぬなど会使用しではならない

と指示している。この指示は誰れを助けているのか？

ジョトダールにはA-法・違法の武法を持たせ，農民｝こは当

然の防衛としてのわずかの物さえも持たせない。この首

相の指示は武器のない農民の手足をしば•／て武装したジ

ョトダールの暴力団の餌食としてさし出すことを瓦味し

ていないか。この持示はジョトダールの直接的な援助で

あiJ，統ー戦線の18項目綱領にも違反しているとU、える。

農民運動のくりひろげられている地域のジョトダール

んは，県のベン）ゲル会議派書記長，シャ？ティ＝サルカ

ールの指導で組織されつつある。彼の指導のもとに連合

社会党，人民社会党との会合も行なわれたc 政府官吏と

の話し合いの代表ともなっているのが彼である。彼の指

導で「レジスタンス隊」も事邸敬された。ばく大な資金が

集められ匂各地で泌密の会frがもたれ，暴力団のかき集
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めに金が流れているともいわれている。 ョトダールらは農民や折半小作人を収奪し，彼らの稲を

耕作期は終わった。組織的な農民運動地帯では，ジョト 略取し，政府の供出命令に違反して稲を退蔵する機会を

ダ…yレは一片の土地からも農民を追いたてることはでき 失ったであろう。それどころか，農民の組織的運動はさ

なか lた。第1段階で農民運動は勝利し之。別の函から んに進んだにちがいない。

<' ' ＇ても，農民の要求の rl：当作が社会的に認められ，支 それゆえにこそ，反動派；土憲法を踏みにじり，議会民

持され ジョトグ－Jレらが弘之した。ソナルプルでは， j：制のみゼかげも投げすてたのである。凶民会議派指導

（恥、入れた1同人ばかりのデモをする以外公けにはジョ 部、知事、反動的官僚の一派そしてジョトゲールの手先

トクールは表面に出ることはできなか p之。重量民運動は てす〉る数%の裏切り州議会議員らは，謀叛の張本人たる

狂暴な敵を暗い穴ぐらに~いやることに成功した。 p・c・ゴーシュを頭に邪悪な陰謀に加わって攻撃を開

他方，農民組合の指導で至る所で数千という人びとの 始し，無差別な逮捕と発砲を人民に加えるために警官の

集会，デモ等が続いた。幾民運動の結集カは日に日に増 手綱を解き放したのである。

大し，労働・民主運動との連帯もうちたてられてきた。 問時に農村では．農民の稲の略奪が開始され，警察は

農民への攻撃を強化し，ジョトグーノレへの彼らの階級的

注民運動は，悪党どもが暗い穴ぐらから深い策謀を 忠誠を1'0iEしたのである。

湾、っており，収獲のとり入れ期には，力の怒りをつく この上うな状況のなかで民主運動の肢も豆要な在務の

して狂暴な攻撃をしかけるであろうと注意をもって晃 一つは農民の抵抗運動を強化L，彼らの正九な級織的関

守っている。であるからー蕊民！£あらゆる亙からこ 争を企1（刊せに支持することである。

の攻撃に鉱抗する準備をしなくてはならない。収獲を く統一戦線内問の意義〉

自分の家までもってくることができた時に＇ ill華民のか 加えられている攻撃の意味は過去9カ月の統一戦線内

ちとった勝利は完壁なものとなるのである。 閣下の展開を分析した時に明らかになるであろう。

われわれは統一戦線内閣への幻想、を人民の問にっくり

慈党どもは一歩後退させられでもなお他の手段を利用 出そうどは決してしなかった。当初から，あらゆる機会

しており，今後も長期にそれを続けるにちがいない。彼 をと二え乙われわれが明らかにしたのは，現がの国家

人i士今，民事裁判所，高等技判所などから差し止め命令 構造ラ芯｛）；，統治機構のなかでは，人iその基本1'!'.J問題は

を得て，農民が自ら耕した仁地；こなれ入斗ことを妨害し 渋Lて解以とされないということであ.，た。

上什としている。この新たな事態へのけ処に必要な措置 そのような解決は根本的で嵐長打よかっ長期的な革命観 ’ 
{, i~l＜：組合は考慮しなくてはなもな＼ 'o 争を必要とするし，人民が自らの経験にもとづいて革命

24パノレガ十県農民組合は運動がますます組織され，広

範になり，そしてあらゆる陣容をのりこえて勝利を決定

的にずることができると確信している。

5. 「農民の要求の闘いと民主主義の闘いは一体で

ある」

ハレクリシュナ・コト一,, •)'1•0/•l ，＇ 、 Democra<)', 

Ili67年12月24日〉

1,:,JHJ的策謀家たちは， q(：；＇.ぷ：；fじれるι＇）の権利を擁護し

てL、るはずの憲法のみかけさえも f ；くろうことができな

かった。なぜなら，そのためには，彼らは州議会が召集

される予定となっていた12月四日までは少なくとも待た

ねばならず，そのうえ議会のなりゆきには，ひとつとし

て確実なものはなかったからである。そうするうちには

収廷11業はかなり進み，政府の供出政情が開始されてし

主 1ごあろう。

1ば， l に統一戦線政府がこの時l入宝－~ .'t：きのびれば、ジ

闘争へ一歩一歩と進んでゆくものであろう。しかし内閣

が制約された状況のなかから与えることのできた援助と

ともに，組織的な大衆運動は大ブルジョワ，ジョトダ－

Yレ，退蔵者に幾分かの打撃を与えることができたし，そ

CJIIHリ・c:?.'fご干の部分的手I］益もか九えた。内｜おの多くの弱

体さと!Jr]jj副主にもかかわらず，れ牛の）J＠円i土．階級競争

が広祐かっ先m化しそのために大プルジョげ，ジョト

ゲ•－！レ， illi渡者が激怒しているという分析が正しいもの

であることを示している。統一戦線内1¥/:Jが大衆闘争の名

分を煩い，既得権益者の手先としてふるまっているとい

う冒険主義者の大言壮語も，統一戦線内閣の万事順調を

予言したブルジョワ改良主義もともに誤りであったこと

は歴史が証明している。人びとは短期間に貴重な教訓を

学び‘彼らの主張は前進した。

< 'J.f ~.－百〉

ノパーの体行期iこ農民；土大規模なi也、たてに反対して翻
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い，若干の地域では昨年不法に追いたてをうけた土地へ

の権利を回復することができた。県の農民指導者の推計

によれば24パ／レガナ県のみで3万3000エーカーの士地で

巴＇＜ ' J二て反対が成功した。 Lたが｝ごこのi反獲期には，

そうし と土地のジョトダ＿，〆か’＜ II,勺乍－－ Iレ（折半小作

人Jを攻撃し，稲を略奪Lと：土ナもどしごも驚くべき

こと k士l正U、。

政府に帰属された余剰地のノJi泊二 J ん町てもいくらかの

前進がみられた。 10月までに約23方エーカーの土地が約

23：万8000の土地なし農民や貧農に分配された。分配に関

しては数多くの欠陥があり，それは行政機構の性格から

してやむを得ないものである。それにもかかわらず7～8

万エーカー（注10）に及ぶ，もとの地主の占有地がはじめて

：ソ配されたことは注目すべきであろう｝そ川うち昨年分

限が行なわれた土地について；土、その :l',jJ) 1以上が不

通作な人々やジョトダールゴ） f.'./c;に／L1'i:i;tヨ配されてい

統一戦線内閣は村落パシチャーヤトのメンノミーととも

に，農民や農業労働者の組織が分配に関与し，民主的に

分配が行なわれるよう強調した。当らにブ日ツケの段階

に政党と大衆組織の代表を含めた土地改革諮問委員会

(Land Reform Advisory Committe巴）を組織して追い

ともごや土地分配等について民氏日必りした、

これらの措置はジョトダ－－ 'c ，／＇行為を fJ!fほしlこするこ

と主／i;，，：，程度抑制した。彼，川t二人 Lf二N',/i'rをすんじて

そけ入れたのでもなかったこ L トヤール；主分配された

こUi'l－パ占有を阻もうとしてL斗ふとが阪由主れている。

したがってジョトダールらが‘分担されたと地の収獲を

強等しようとし，土地までもカ‘すとれとろろとしているこ

とに驚くべきではない。

統一戦線内閣の在任中に茶閣の i万エーカーの余剰地

;) J士山；ニ帰属し，そのうち判（）（）二二一力ー；士すでに貧農に

じて占有され，耕作されたっ＇ ~＇「 Lj也（行法移転） Iこ

／寸、ては，憲法，法律，行d士1義fιJ;:Jiえiこτれらを明る

λiこIll十のは非常に困難で：ηる そ，／，にt’t
弓（J(1(1コ二一カ一の土地が．そ『〕（王二／【と刀必i,SIレザナ県で

発見された。

ジャドプル・タナではジョトダールらは最高保有限度

の規定をのがれるために広大な面積を養魚池（tankfis-

hery）として登記して占有していた。農民はそのうち300

エーりーほどを組織的に占拠Lし耕作Lf土 建民はさらに

II~ 聞か If：在していることに ι ＇ ，－〆 、ヮールと警察の

ぺ恰：＂九土地を守ることが？き’こ ゴi 1＞ザ十では，い
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わゆる養魚池の二つを政府が収用し，その土地を農民に

分配した。こうしたことが行なわれたのは今回が初めで

ある。数千エーカーという河川の氾濫地と灘瓶省の土地

もまた貧農に分配された。多くの場frこれらの［J也も富

裕な--tfが利用していた。

く／ilfi/Jd1hT＞攻！繋〉

この上うな理由からジョトダーやらは激怒してし、る。

もL統一戦線内閣が1反獲持に存在してし寸Lば，符守主を意

のままに利用し，農民に対する不法行為に呼び出すこと

もできなかったであろうし，農民の正当な権利を守り，

農民運動の基盤がさらに強化されることになづたであろ

う。果たせるかな，土地運動が最も広がq たのは24パノレ

ガナ坪、であり，ほとんど一団とな、で統一戦線を裏切っ

てジョトダールの手先の役割jを果たし七のはこの燥の外1

8議会議Hであ〆と。ジョトダールらは収姥其I]の農民運動

が依らをさらに追いつめ，ベナミi也、の圧力が強化され

ることを恐れていた。後らは統一戦線内閣が家宅地への

恒久的権利を貧農に賦与する布告を成立させ大統領の許

可をうるためにニュー・デリーに送付したことにも注目

していた。中央政府は承認を 3カ月間保留していたが，

結局拒否することは困難であった。ジョトダールらはま

た，内閣がすでに，最高保有限度を個人単位から家族単

伎に変え‘長魚池・果樹濁・ヒンドゥ一教の奈t進地など

の例外規定をI｛＆止する等の土地諸訟の包括的改Jミを議論

し訂以｝たことにも注釘していた。内閣はこれらの問題で

すてに只体的な提案を出している。これらの包括的改正

はに地問題を松本的に解決するわけではなU、が，三ョト

ダールに大きな打撃を与え，農民により大きな利益を与

え，農民運動をさらに強化するであろう。だからジョト

ダールとその手先は，これ以上待つことができなかった

のである。

ジョトゲーもを怒らせたもうーサの大きな込山iま統一

戦線政！（Jのftf＼＼供出政策であった》内閣は過去の沢りの

経険方、，－，，.戸んでジョトダールの大部分の余乗I］｛と徴花、しな

ければならなL、と決定していた。政府がこの政策を実行

するために主力を投入するであろうとジョト守一心は考

え，そのために絞らの退蔵の機会が失われると考えた。

これが彼らがあらゆる手段で内閣をくつがえそうとした

理由であ－，た。議会制民主主義が既得権者にとりて障害

であることが明白となり，それさえもが攻撃されねばな

らなか勺た。

<Witこな：川児と新たな任務〉

この上ぺな状況のもとで統一戦線内閣が不法に解任さ
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れ，かい ：.，', 、内閣が就任した。これは人む、との民主的権

利への攻懇であり，特にジョトダールの不法な利益のた

めに農民を攻撃する道をひらいた。直ちに予想される結

果はジョトグールとなおとの一件、（！）農民F正常であろう。

良民の桶を1,;'.v、，ねらを土地かん追いた二るであろう。

提起された土地諸法の改革や食糧政策はすべてサボタ－

Yュを 01:t ；：，であろう すでlこそのよう太攻l吹は開脅か3

れていろっ Lたが iて農民の日己の利益を子f,:iための闘

いは民主主義のための闘争と直結している。いずれも他

方と孤 ：，，： しご運動を「十めることはできたし、。

この：目白山人民がi'i.lfの経険から，議会i!}lj民主主義it 

ブルジ百ワ独裁のー型態であり，社会に根本的変化をも

乙らし1与なL、にもかかわらず， 人民が自己のj:iJ益とプ；L,

3ョワ・ J出i：の利益のう；！］限のために議会本民主主義の取

られた権利を利用しようとする時には，支配階級はそれ

を踏みにじ九ことに持路しないと：、うマル 7て主義的た

えの正L3ぞ理解十るltりけとな J ている。丙ぺンガノレイ+I

議会議長の厳正な裁断は裏切り者をさらに暴露した。支

配階級が今後ますます警察と軍隊の銃砲を に頼って支西日

を維持し二九として；、ることが問円かにたらている。

働く人民と民主勢力は彼らの闘争が新たな局面lこいだ

ったこ去を理解すぞ）必要がある f 民主主義擁護のための

凋争をさ：・，；こ強化し 広範な領土，£.・，ひろじ‘，i；働者や県

民の日々の闘争と結合されねばならない。今主さに農民

は直接の攻撃に直面している。だから民主勢力は農民の

何lに立土，F＞：：：主義川口小、を村♂トド花くもfノ二三ねiぎた t,

ぬ。またヅ苫トグーyレと警察の連合攻撃に対してできる

限り労働者と農民の部隊は村裕へはいつて犠民を支持し

なけれになふないコ

他方，農民活動家と闘う農民の責任は非常に増大して

いる。ヅョトグールと著書察の攻撃の重要性を過少視する

のは有万一三吋る。 ~U ｛，土自身＇l; ；主要）Jを草iff);'i'.J ｝三言・壮むと

冒険主義的成討すの犠牲にすることを許さない一方，自ら

の収穫と土地は血を流してでも守りぬくであろう。それ

；士彼ら nxトソ組織iJ ／ょ闘争と；J~i',t' ；こ適し／＝ I'll殺によ－，こ

のみ可能ごある。無注目lj逮捕と筈採の攻撃のf出険を考慮

しつつ，組織と活動については，運動の持続性を守りつ

つ，各Jt；社77！連絡二：UJ川され；：，土三のなL、上＇ifこ；再子rni

しなけ，i,,tならfよ1、。

同時に農民も内閣の不法解任に反対して民主主義を守

る闘いには！録的に念l;,Jしなければならなし、 ？民主：＇rJHr,
fl］を最ι戸、要としてL、るのは民民である。企図的なJ<i, 

闘争から瓜立することは，農民運動自体をも損うであろ

う。 L介、かえるならば，人氏の大多数を占める農民がそ

れに積極的に参加しないということは民主主義のための

関争を弱体化するであろう。収獲，土地，食糧そして公

正な賃金のための隣いは， JJ;:;ffiの運動に統合されつつあ

る。今日の状況では，人民の大多数を結集する民主闘争

の一般的要求は，不法なゴーシュ内閣の解任，知事の罷

免，警察の弾/-1ーの停止，違法官僚の処；；i¥，統一戦線内閣

の復＋,i}，中間選挙の実施である。

残念ながら，米だに中間選挙のスローガンの重要性を

理解できない脊「の人びとがν、る。このスローガンは大

衆闘争の波に：it影響を与えたり，若干のホラ炊きたちの

いうように大衆に幻想を与えることにはならない。また

統一－ii＼＼＇，線の若干の {iii閉が危慨するように，裏切り ff内閣

に守干して現在泣1/-J，れてU、る闘争を旅みはずすものでも

ない。現在の文脈の中では，このスローガンこそカギであ

り，運動の勢ヤを加速し，それに方向を与えるであろう。

l[';z;慢と土地の要求と同日与に，これらの氏主的要求を，

村から村へとこだまさせようではないか，農民たちは自

身の闘争を遂行するとともに‘統一戦線によって決定さ

れた；I両iこ積初〈的に参加せねばならない。これが1;-11の

任務である。

6. 「農民iま大部分の土地で収獲を守りぬいたi

特派員の宇佐子子 （Ganashakti,1968年 2月12日；

余剰地とぺナミ地，そしてパルガ〔折半小作〕地，つ

まり興民が自ら占｛了し，主党占有権を符たすべての土地

の大部分で農民はジョトグールの策塁手jを粉砕してi'tにi奴

獲を守りぬいたことは一片の疑いもないと農民組合のあ

るスポークスマンは語っている。全県、からの詳細な報告

は主だ到着していないが，得られるかぎけの情報からは，

このことが確実にいえるとしている。

24パルガナ， ミドナプノレ、ハウラ，フグリー，ブノレド

ワ〉町マノレダ，両手‘ィナジ 7＂＿，~，クーチ・ピハ－＿IC 等の

県からの報告をもとにこの見解がのべられている。

24パルガナの政府の収用地およびパノレガ地について，

特に；；日Lはみ人れなかったr ベナミ拍で農民が占拠して

耕した土地からは若干の稲が強奪された。ソナルプノレ・

タナの約275ピガのベナミ地でジョトダーyレと警察は稲

を＇.（lji）とった。農民は抵抗したが警官の礎撃に対抗むき

なれりに。 12)J ~日から忌日の間に武装警官がジョトダ

ールの稲の強奪を援助するために農民を襲った。脅迫的

雰同気のなかとl史上ては約“00じガの iてJtliてFベナミ所有者

に，！fl'：：；の収獲を波すことで；釘土二せざるを得なか－，t：..。だ

がこの数倍に及ぶ土地では，農民は稲を自分の権利とし

6け
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て保持することができた。

プJレドワシのジャマルフ、ん・ケ十では農民運動の弱体

な地区で、 2力0Tほど約l：.＇.：.＇.二ガの分配された政府 i波沼

地の稲をジョトダーノレがタナと望書官の助けを借りて刈り

とった。こうした事例はもう 1-2カ所でみられたが，

全州では分配山刀稲は大方伐氏が吋りとったc 特に問題

となったのは、.~民に分配される J以前にゾョ、1ールあ

るいは他山正／，，；うi耕作してL七土f也，つまり渋民が占有

権を得られなかづた土地である。

法的には，耕作の費用は耕作者に渡して，その土地の

稲は農民がfl.＂.，か，または：！£浅の一部を渡 L，耕作後に

土地の占訂権E農民に与えることポ当然である3 こうし

た土地について若干の紛争があったが，その正確な情報

は知られていない。

この指導者はさらに，大部分の収獲が守人れたといっ

ても，それがiミどして農民口松織的運動と抵抗の結果可

能であったとL、うことはで主tn,cのべてヤる。実際の

ところ，ジョトダーノレらは憤激しても，襲験するほどの

勇気と力と組織を結局は示すことができなかづた場合が

多いロ警察の波情も非常tこ注意的であったボ牧らもジ

ョトダールへ実際に援助におもむくことはできなかっ

た。統一戦線の福揮した全HIにわ之る民主主義路滋溺争

と，ゴーシュ内閣の孤立化とが，この件では農民にとっ

て大きな助けとなり，収獲を守る問題でも重姿な役割を

果たしたのである。

もちろん農民九組織的抵抗の11J語性がな付れば．ジョ

トダールらもこれほど自制をしなかったに途いない。実

際に農民側の抵抗に遭遇した時にはジョトダールもその

ことをよく理解したのであるつ要するに，上記の様ざま

の原因からず；F農民側に有利な状況が生み出された。農

民が民主主義権誕闘争に多くを負っていることは疑いも

ないのである。

今後農民への攻撃はさらに鋭くなってゆく。至る所で

大規模な追いえてのおそれがある。真の会長iこ分配され

た余剰地が椀領されるおそれもある。というのもラゴー

シュ内閣はすでに統一樹泉内閣のもとでの，できるだけ

多くの人に土地を与えるという方針に代えて，より少な

い人びとにより多くの土地を与えるという意図を声明し

ているからである。

食糧危機は三の問先鋭化してお札今後さらに怒るべ

き状態を生むであろうし，その最大の犠牲者は貧農と農

業労働者であろう。

これらすべてに対し，今から先鋭な農民運動を開始し

70 

なければならない。この組合指導者は最後に，農民運動

には依然としてかなりの弱点があり，それを克殿せねば

ならないと語った。

〔訳注〕

（注1〕 ベナミ： 一般に財産，筒行為の他人名線

引絞録をいろ・(Radharomon Mookerjee, The Law 

り lienami,2nd ed., Calcutta, 1923, p. 1）。この資料

なでゆ，最高保 'll限1s：以上の土地を偽名等によ I)'(t奴

し，法の適用をのがれることをさす。

0主2) ヰ／沼トダーノレ・ ラィヤット農民や元中間

介1’r:者で、自身（j i'i {i下の土地（khasJ；ノるいは nijcla-

khal jami）をJ斤r－小fie人（hargadar）に耕作させる地

主。特にその｝ちでも大地主をJ甘すふとが多い。

（注 3〕 委員会の組織された時点は不明。この委員

会の活動については， OnLeft Deviation, Calcutta 

(1%7）に収録されたインド共産党（ , ) I弓ベンカ勺レ・iii• 

・> l）グリ地区古n三？の報告（1967年 8 月 5 日〉』ご •f及

がある。

Cll:4) アディヤーノレ： パノレガダーノレに同じ。お

もに北ベンガノレで折半小作人をさす土とば。

(il 5) 余剰4／用地は，通常政府との 1年契常ZJしりラ

イセンスによッて長L¥':fこ分記される。本資料にみられ

るように，その後に恒久的査定が実行される。

（注6〕 農民組合： 全インド幾民組合（AllIndia 

Kisan Sabha）、士たはその筒ベンガノv州支部のこと。

全インド農民r!lf，は1967年10月にインド共産党系，イ

ンi；共産党（才ルグス主義〉系とに分裂した。

この資料集で以下「農民組合」とあるのは，断りの

ない限り f走者の組織を指している。

（立7) カルカッタF轄の郊外にある。シュリー＝ラ

ム Ht掲の経営7る iシン，扇風機＋を生産する工場。

（注8〕 1966年インドヮラーノレコヤジュユクを議長

として結成された反国民会議派系の労働組合協議体で

全インド的な組織をめざしたが，実際に活動が行なわ

れ rいるのは，同へンガノレj刊のみと L、j、れる。 I"iベン

iiノし刈では農民組合（雨派〉も参加lL rこいる。

（注9) チョイトロは陽暦3月中旬から 4月中旬，

ポイシャクは 4月中旬から 5月中旬。チョイトロはベ

シブ＇FIレ年度の最終月。地租関係の年度はポイシャクか

ん約まってチョイ I・μ に終わるベンガノレ年を利用す

る。追いたてに関するこの規定は， 「折半小作法jで

なく， 「土地改革法」の第20条（3）項による。

（注10) 原文には， 70.80,000エーカーとある。
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IT 大統領直轄支配と農民運動

(1968年3月～196吉年2月）

l 「縫民遮動と組織の決議J

〈幾民組合西ベンガノレ州委員会の3月31日の

会議で間尺〕 （Ganashak’f人1968年4J1 '.l 11) 

全インド，T)深まる危機主：背去に，西ベ＞-JliVにおいて

農民生活の危機は日一日と深刻化している。追いたて，

土地分配，余剰地占拠等に関して統一戦線内閣下で農民

が得たわずかの便宜も奪われている。農民，農業労働者’

の組織の援助をうけてこれら♂）［渇題を解決するという統

一戦線政府の次定もくつがえされた。警行土官僚が全能

とされ，ジョトダール，退蔵者はこの事態に便乗して攻

撃を開始した。至るところで大規模な追いたての危険が

みられる。 正l也なし農民＇＜n~；こ分配された余剰j地から

彼らを疎外「るおそれもなられる。茶園の余耕地を収用

する代わりに、すでに収用された土地が手！えきれている。

食糧危機はこの間深刻な形をとってきている。不足地域

では，米の備は例外なく 1キロあたり 2.5lレピーに上昇

してνるに t.がかわら F準配給制（ModifiedRation〕も

施かれていない。退蔵摘すさの名目で多くの場合 pミyレガダ

ーノレや貧農の飯米までが路子干されている。徴収した穏や

米は一部分たりとも地域に留保されていない。そのため

食糧事情はさらに悪化している。農村部には大規模な窮

乏がみられるのに，救議始直がとられていないa 農業労

働者の失業之さらに増大してし、る。農民の正：＇ 1な運動iこ

対する警察の脅迫と弾圧は依然としてひき続いている。

〈階級闘争の重要性〉

こうし売状況で農民と農民組合の前には重大な任務が

存在してL，、る「階級闘争；土農村地帯で先鋭化している。

だから農民の立識を向上L大＇l!Hこ運動を総i設する重要性

は非常に増大している。組織的抵抗と闘争以外に農民の

緊急な利益を守ることはできない。危機がこのように深

化している時に，ただ緊急の要求で運動を組織するだけ

では，さらにjjlj進することι‘農民に確信を与えること

もできない。恨本的な変革のために農民の政治念識と団

結とを強める重要性がさらに増大しているo 緊急の要求

のための戦闘的運動を組織し，農民の政治意識と団結を

強めることほ特に重要れをJ'f＇ている。階級協争がます

ます先鋭化していくなかで，それにみあ.，て－~業労働者

と貧農とを特に強調し，農民運動全体を彼ら心依拠して

建設してゆく必要性が非常に緊急である。

州委員会はこの見地から農民運動と農民組合を強化す

る決議を行なった。県と地区段階でも農民組合の活動家

集会を行ない，この見地で教育する必要がある。県と地［ま

の総合委員会は定期的に会合を持ち，そこで明確なプロ

グラムを採用する任務がある。一般的婆求とプログラム

を基礎に，地区の特殊な状況に適応した明確な決定をも

とに行動せねばならぬ。どのような形の冒険主義にも陥

f》ず、法的な{It!究はーっとして軽視せずに，おもに組織

的な運動に依拠せねばならぬ。特定の運動の地医には，

それにあった運動を遂行する委員会を特に建設する必要

も考慮すべきである。農村地帯では農民を意識的かつ組

織化するために、数多くの小集会の計商も採用ナるべき

である。；J叫集会なしに，単tこ何回かの大集会をしただけ

では今日の任務は果たしえなu、であろう。

〈農業労働者問題とその組織〉

貧農と農業労働者を組織することは緊急であるa その

ためにはこれ支での活動様式と観点を変えねばならぬ。

窓識的に彼らを組織する計画を作るべきである。多くの

地域でこれが行なわれていない。バルガダールによる運

動が行なわれている場所でも農業労働者の運動は一つも

組織されていない。この弱点を克服しなければいけない。

彼らの要求につL、ては，事情に応じた融通牲を保持する

ことほ全く必要なことであるが，その要求と諸問題をと

りあげ農業労働者を組織する重婆性を過少評価しては必

ず誤りに陥る。西べンガル州のどこにおいても一般に；農

業労働者の独自の組織を作ることは現在の段階では正し

くないと考える。しかし地域段階で農z業労働者の特別の

集会をひらき，農民組合の中Iこ独自の委員会を作る必要

はある。

州委員会はこの点ですべての支部と活動家に注意を喚

起する。滋級闘争が激化するなかで，農民運動の援助と

防衛のために皮民活動家とボランティアを育成する重姿

性についても委l-l.会は各支部に注意を喚起する。農業労

働者集会で選出された委員会は地区農民組合の小委員会

とみなすべきである。

く4月全期間にわたる運動〉

〔略〕。

2. !/1111農民組合による知事へのメモランダム

( Ganashakti, 1968年4月24日）

国内中｝こ深まる経済危機を背景に，ペンガル農村の危

機は重大な局面を長わしている。

われわれはこのメモランダムでいくつかの焦眉の問題

に関し貴下の注意を喚起するものである。これらの問題

は数十万，数百万の貧農，農業労働者の不安を招いてお
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り，それらに明確な対処を行なうことに猶予すべき時聞

はもほやたいコ

(1）食糧危機は恐るべき状態に至っている。最近ではさ

らに急速tこ忠信しとし、る。農業労働7'i・E貧農はこの危機

を主ともにかぶっとL、る。統一戦線内閣の採用した食糧

供出計商は破棄された。大地主たちは供出を逃れること

仁成身し， ／i，や退蔵摘発の宇， fclで貧農や折半，ト作入のわ

ずかなストックが没収されている。農村地帯には少しの

スト yクも間保されていない。食糧危険は深鈍？，多く

の地域で米は入手困難で価格ははね上ゅている。断食か

、！ι断食状態ボ広範にある。そのうえ配給は全く？？なわれ

ず，農村t也市；の失業百には戦がなく，救済姶［丘もきわめ

て少量である。間近かにせまった破局を回避するために

必要な緊急姑置は， ;'it配給fp!J，十分な失対事業（Test

Relief）と給食の供給（GruelRelief）である。この措置

を直ちに，特に収獲が不良であった地域と不；｛地域と［こ

実植すべきである。

2 ;;1:とん立大多数の農民に食糧ど段段とが必要とされ

る時i乙，弛砲の強制とりたての圧力が農民を苦しめてい

るのは全く遺憾なことである。干ばつによって，統一戦

線内閲がへ〆ガル年L-l73年C19ゎ6年〕！芝分の滞約地租tこ免

除を与えたそウザ〔行政村〕においでさえ地租徴収の努力

がなされているのである。オ1れわれは上記のか主十がv・-)

変更されたのか，また免除された地租に対して利子を課

して徴収することボどうしてできるのが理解に苦しむつ

だが，生じているのはまさにこうしム事態℃ある。今

年度も若干の地域では洪水と千ばつによって収獲は良好

でなかったが，そこても容以されていない。この措置は

非常に打撃的であり，農民の間に大きな不満を呼んでい

るらこのような強It=政策；土直ちに停止，されるべきであ

る。

1:11パIレ力、グールの追いたてと土地なし農民；二分配され

た余菊l地の問題について，われわれは，ジ百トグールの

暴虐といかさまに対して，勤労農民が統一戦線内閣の際

にねたわずり iばか＇・＇円援助 i，今や奪い去られ上うとして

いることを危慎の念をもって見まもっている。農民と農

業労働者の代表組織が協力してきた謝均委員会も解放さ

れ，官僚のみが裁断者と化している。現在パノレガダール

を力づくで追いたて上うとするジョ、、グ－Aの攻撃が全

州工展開されている D パルカ、ダ－｝レがもし「1身の正当な

要求を守るためにでちあがるなら，それを弾庄するため

に主主察のli/J:tを借1るとジョトダールらはこう慢に色Mc

脅している。政府からわずかの余剰地を得た土地なし農
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民，貧農らは，その土地がとり上げられることを恐れて

いる。というのも，至る所で官吏たちな分配をやりなお

すという名目で彼らに権利を放棄するよう命令している

からであるc ジョトグ－Jl-とその手先；土こうした官吏と

税符にしてL、ることも明らかである。今後仮りにこうし

た事態が生じた場合，今年の耕作はばく大な損害をうけ

るであろうし，農村地帯Iこは大混苦しが生ずるであろうっ

貧農たちがただ一つの生活の手段を奪われれば手を合わ

せて土下原するであろうなYと期待されない方が良かろ

フ。

(4）農村地帯で融資を受付る問題も先鋭化している。出

鱗と食糧危機のために，多くの貧農は協同組合融資や団

体融資（GroupLoan）の返済が不可能になっているの現

在彼らにはf，【［の融資も行なjヲれてL、たい。滞納した返済

金のとりたて延期を真剣に考えてみねばならぬ状態であ

るの十分な融資，協同組合、団体融資〈実際は赤字補鋲

融資として与えられている。）の両者を与えるべきであ
」7

/CJ。

定期的な干ばつ，洪水はわれわれの農耕作業にとって

一つの大きな危険となっている。との状態ヒ手当を加え

るためにTIまちにャくつかの＂十函を尖 iうする必要がある。

小規模の排水，濯i慨施設は単に問題を緩らげるだけでな

くラこの結果窮乏ii寺に土地なし農業労働者に必要な雇用

を生む。だからこの種の作業を直ちに始めるべきである。

(5）わが同の民衆；士、当lltiしている危機の中で次々と新

たな負担を加えられており，既得権者の鋭い攻撃に対し

て正当な運動を遂行するためには宅人民の民主的権利を

完全に回仮することが必要であるc しかし政，合：ながら，

短命なゴーシュ内閣が就任するや否や弾圧は開始され，

その名決りばまだ泣いてし、るコ予防拘禁法に上っていま

だに多くの政治活動家が逮捕されており，なかには政治

犯の扱u、さえも受けられない者もいる。民ゴ二4義擁；蓄の

闘いに勇敢に参加した人ひとに対し数多くの刑事裁判が

続いている。ジョトダールの攻撃に胸をは〆》て抵抗した

？？多〈ぴ〉農民が返捕されている J いわゆる←トクサルベ

リ事件の背景には農民の正当な訴えがあったにもかかわ

ら f，約 l 年たず·，／：ニ現在も無数の ~Ui:J.：で農民が脅迫をう

けている。こうした弾圧的な措置を停止し，民主的権利

士山復するべきである。

(6）西へンガル州農民の指導的な組織である西べンガlレ

州農民組介は以上のことから要約して，実下と西ペンガ

川、Hl攻仰のもとに、以下の緊急な要求を行なうものであ

る。
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和）農村地帯に準配給制を最優先に行ない，小麦と米を

特に千ばっ，洪水被害地区に配給し，また不足地区，窮

乏地区に対し十分な量の失対事業と給食とを行なう。そ

れに上って人口の約10%までをこの救援の対象にくり入

れろこと。

ロJ二十二ばつのために，ベシカル年1:37:{ilに地程免徐の決

定が行なわれたモウザでは ！，！］年の地砲のとりたてを停

止すること。とりたてられノピHt院は翠年度分地租と調整

ナべきこと。干ばつ，洪水地域では本年の地程も免除す

べきであり，最終的決定の行なわれるまでこれらの地域

での地租徴収を延期すべきこと。

付 土地改革法の大規模な修正を待たすzに，パノレガダ

ールのあらゆる追いたてを楼止すべきである。追いたて

にけしてパルガダールを［県議ずる確実な措置をとるこ

とr J地なし農民，またわず7！＇の上地をJ-!iつ貧農；こ分配

された政府の余剰地についてIt if：£じの権手l］に関しどの

kうな混乱もおこさないこと 2 いまだに分配されていな

いすべての余剰地は土地なし農民，貧農に分配せよ。ベ

ナミ地を探索し，摘発する措置が必要である。土地に関

するすべての問題の解決に，農民組合その他の農民組織

と協力すべきこと。

（ニ）融資の返済滞納分を凍結せよ。十分な協同組合，政

府融資を与えよ。農耕作喰のtf:i:l力E’大業労働者の雇用の

二点に小規模濯萩・排水計画を数多／採l+lすべきこと。

i'.;) i’p防拘禁法で拘留され，三十，くての政治犯を釈放せ

仁 十クサyレパリの訴訟をはじめ唱すー＼ての訴訟をとり

卜け上。人民の民主的自由を保祥三土。

(7）われわれの代表は貴下と会見し，上記の諸問題につ

いて会談をひらきたいと考える。：資下が時間をさいて代

表と会見されることをわれわれは歓迎する。農村地帯の

状態は困難で重大になってきている。状況が更に悪化す

る二とを防ぐためには，／守〉らゆる！日七な施策をとるべき

ことは多言を要しない。

3. 農民組合議長の知事への書簡

i(,'anasha是ti,1968可7JJ 10!1: 

tL:t次の非常に重大な！ド件；二i＇；下の注意を喚起した

い。これによって警官が各地でいかに，明らさまに旧中

間介在者の肩を持って，余剰l帰属地を占有し正規に分

配された攻府収用地を耕作した農民を彼らが攻撃するの

を手助けしているかが理解できょう。

'ji件は最近ブルドワン月；のトず IJ・マナのノポスト地

｜えで起きた。ノポストキ！？；上今守一定、 11：視の手続きによ

｝ご ），！，.：エーカーの余剰J!Z「ll地方：U[rlたL袋ー畏と貧農とに

分配された。

幾民たちは必要なライセンス料を支払い，政府から必

要な記録著書類を受けとり，それをもとに土地で耕作して

いた。農民に対してはいかなる禁止命令も執行されてい

なか Jたのしがし6月27日メマリ・タ十の宮長は数名の

；符官正 l人の富裕なジョトダールをつれご突然攻場iこ現

;!,tl，耕11'中の農民ばかりか， $1,¥挟まで逮；rt]した。 13名

の村人を？？めて40名が逮捕された。 1人二して妨害もせ

ず，何の衝突もおこらなかった。理由もなく逮捕が行な

われ，その後彼らを脅迫するためにヂ、ツチあげの起訴が

行なわれ，そのために保釈すら困難となった。

この余剰l収用地は農民が分配したのではなく，政府が

分配t, r'H廷は現行のライセンえの権利ご桃11ーをしてい

たのである。ライセンスは取消しにも無坊にもなってい

なか》たc 二うした状況で；土， E芸民i土政i(J';

一ICの1文聖控に対する保護をうけ之ユ当7:＇.ζのf主科，う二；守ラるとU、

id主（fなじないの』こ，全く逆iこ彼らに攻撃がむけられた

のである。さらに警官の攻撃の機会をとらえてジョトダ

ールらは今度はノわレガ地からも農民を追いたてようとし

ている。ところが警察署長はパルガダールらに対して追

いたての抵抗には厳罰を示唆して脅したと伝えられる。

ジョトダーノレの肩を持つ警官の行為は民衆の間に強い不

満白呼んでいる。早急に対処してこう Lた行為を停止せ

れ！IH:J不i¥lllの事態が生ずるであろうじ

lt~布保 (T限度の規定をくぐるためにシヨト ，fーノレがあ

れゆら不正千設をとっていることは良く知「》れている。

官僚らがもし彼らの肩を持つのであれば，不況ljの事態、が

必ずやおこるであろう。

私は食下がこうした重大な事件に対し， il:¥tちに注意を

払い，適切な措置をとられることを要望する。

警官が各所でジョトグ－；レの援助を行なってu、ること

に問ナる位IH；こ満ちた報告を私は各地から受けとってい

る。 ':-,it C》について会下に今後II寺をはてi11簡をもって伝

えら立志をここに表現しておきたし、。

4. （民主集会Jの決議

( lCJfiH,p：！月 513，カルカツタ）

( Ganashakti, 1968年12月31日）

土地と収獲の擁護のために召集されたこの民主集会

は，新たな収獲期が始まるや否や西ベンガyレの農村各地

で農民の生産した収獲を強奪し，その後には土地から追

‘、だでるナ士めに，農民・パyレガダールに対しヅョトダ－

Jc・ と啓三ミのi出会攻撃が開始され，それが口一flと広範に

激烈化しごし‘ることを深い漬りをも J てIJ墜している。
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政月'fの収用地、／ヲトグ－ 1］，のくイ三J也そしてパyレ

ガl也等、あ f;:]1る種類の土地の農民に対し一様にこの攻

撃がすすめんれ口、ろコ続、戦線内閣時かん背干のほの

収用地が農民の／l日（こ査定され、また若子のぺ＋ミ地も摘

宅された l貧良「一｝；士二行しナこと地を耕作したよ、主どに多

目tゾ〕収用地や、ムミj出I：よかり司そのうちの幾分方るをも農

民；主将［干しiHたのて寸ηるつパ／［，：／／ダトゅんにつし、ては大

部分何の三日tしされて.73人ず，ジョトゲー ！I,らも役んに

小作、l:j-7）受領；；rEを｛度さないことは}0Jr11の七支であるσ ジ

ョトゲ－71-iE断；えずノ！1，〆づザゲーノレのi阜いえてをねじ aて

l、るのだが抗戦線川l寺：!tJJには：d当な民民運動にl]Lて

，.；，.；，告のわJ!fl が店！＇，：され司またそのiをの民1:~u主権譲闘争

乙叶芝山2ろげ乙 y、？しブザ－.＇しの追いたてば各地で服主

れ，良民i土jJ↑｛1「う三とができた。収獲をメ！j,J入れるn;'i'

明とな＇＇ ;: /;,. ：ョトヅーらもは上｛三のあ「〉ゆる磁顕の

1-:i自で農民の桁~＇.：金手下しよ弓と立ちまわザにごおり。役人

力：要~jt十る j、主に詩宗；工この行為の子助けをしとL 、るつ

そのため41町三引J(iJに民よそに対L様ざまな li実で144条，

J-1:'i条！と） Iや各種条項によみて禁止令を執行し‘各りAで

黙数の事F察こ干

のt是liミと畏民l，日ffi.J＇.京がi玄11主されてし、るO ごう Lて収穫を

強奪するン 3 、i/_1,1Tl子i白けをし，理由のfT無を問わ

了、収用地び）アイイ了 ：.，・スを所有する多放の農民、登録さ

れた，＇.；；〆行ケ与一七九にノ付してすら事宇奈の攻繋がしかけら

れてL、る。位J、♂）状況がかくのごとくとすれば，一般袋

民；二対してどのような無差別攻撃がなされてヤるかはま子

切に理解できとうヮ政仔の休閑地や，森林局の農地で長

期間t!tWL ご：~た呉氏七政府に工る弾［！：策の例外ではな

蛍＇＇1'・

治るコジョトノFールがこうして民民の泌を；｛ljI）とり会っ

たいjもあり，＇tttl'；土ジョトゲールにけする払置をとらず

に畏l·~に対して州圧を科J：りかえしているとい弓歪うべき

探古もλられろじ！iH止とじはほとんど保釈されに保釈

条｛i:ーもきわめてサ!'itである。主た，洪水や冠水によ J fて

LIJJ:震のなか＇＇だ i易（；－にも，メ：）り分け（hagha）分をなもわな

いという現世l討小、たてを行なう策謀主であることが発

見されているつこのようなことを農民は決して容認しな

い tピろう。主た，：ルカ、々、一ルが死亡したために i＇~のt井し

た稲を全）ti；メiJリ

E之析［のもと方迫r一｝イ，Jゴ〕ji主f,JJ'iうけ「＇＊工ぬは方込り芯、’ ifに1士

士誇を力日えらオ1たつ

この集会は農民；土自らの血と泌をそそいだi以後をこの
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ように強奪されることを黙って見すごすことはできない

と考える。自らi反療を育てた者が刈りとることは正とうで

あるばかりでなく合法的でもある。残虐な弾圧金頭上に

して農民が大部分の土地で彼らの権利を守る闘いを続け

ていることは全く喜ぶべきことである。この集会は，現

実にジョトゲールと誉察の生々しい攻撃が農村地帯に歓

迎すべからざる事態を招いている時に，農民が無秩序状

態を創り tl:lしているという偽りの告発でこの攻撃を弁護

している人びとに強く憤るものである。この誹誘宣伝に

惑わされないことを，この集会は人びとに訴えるもので

苫3乙。

この集会はまた，知事統治ドで攻撃がますます強化さ

れてk、るこ Eをii：視している。紘一戦線期にはじめて．

妨’だと限界にもかかわらずショトダールの低抗の中で，

農民の干lj議のため土地改革訟を実行する努力が若干行な

われた3 きたるべき選挙でさらに強力な統一戦線内隠が

樹立されることを恐れ、ジョトゲールんは攻撃を強化し，

それによってすでに得られた便宜を奪うばかりでなく，

将来の努力さえも事前に阻もうとねらっていることは全

く：＇1然なことであるo ジョトグールのこの行為を助ける

ために選挙が延期され，選挙前に多数の農民活動家と指

導?iを逮捕し，事実上国民会議派を助ける企てがなされ

てし、ることは，警察の行為からうかがわれる。この集会

は，西ベンガルの大衆，農民諸層がこの策動をもののみ

ごとに打ち砕くであろうと確信している。

ジョトダールと笹察の攻撃は農村地帯に危機的な状態

を生んて干し、る。農民は白もの育てた稲が強奪されること

を決して許さない。この状況で当集会は政府のもとに下

記の緊急な要求を提出する。

(11農民に対する弾圧を直ちに停H二し，すべての警察キ

ヤ；..：－，＂を撤収せよっ

(2;.hl、えられたすべての農民指導者，活動家，一般農民

を釈改し，すべての逮捕状と訴訟をとり下げよ。訴訟の

土り下げのi清に保釈条件を緩和せよ。

(3）政府収用地．ベナミ地，パノレグ地のすべてについて，

耕作した農民の収獲の正当なf握手ljを保障し，彼らにけす

る妨害，禁止を撤回せよ。パルカ、グールノが死亡した場合

相続人がその分を受けとれるl'ft院をとれ。

(4）農民を攻撃し，稲全強奪したジョトダールを処部せ

よ。強惇した稲は農民に返還する措置をとれ。

！日あらゆる追いたてを禁止せよ。洪水，冠水により収

獲のなかった場合には直ちに調査を行ない，事前にj郎、

た亡の策苦手jを阻止せよ。
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完：リiσ 可～こt，ム／人公.LI：こ！討すと、 J-Jiii：υ「144条！とい〉

「町、資jいこよる解ロ，；J だけと人{fI二 iよそ ｝.• :}:"k、が町時干しうる。

県日J「4:Zi生ごと地全守る闘争を支持して， l己IJ:'ifi, C,NUf研究郎）
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i干1 Jt三郎 t応

韓 l主｜人 1.:.1 の経済分析
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ブイリピンの金問l制度について，その背景と発達の歴史

を減税 L，各種金融機関の実態，金融政策，為持管理，

fl日発のための資金調よ：討議総などにうき，できるだit絹羅

的にm，，見L，それそれの特長について切らかに Tる。

〆；j;~l は， 1920＇ドかん 60年代を村として，民村社会構造の

Jtl j1ぷ，呉氏；｛命・土地，＇ 1',:riv＇）特 rt，井、i111ヒの必然怯，認i

.f !i'i, > !Jミ1111 とその WUJt，人民公社と所有（！~Jcノ問題等，新

進／.，（＼｝見のきめ訴iiかい論文でH占成さじている。

戦fを急激にi迂興したず1r.号経済心歴史的経過をふ王え，そ

のl'f後でli・実・健全に発展した 111,1範生j台湾il!t業ゴコ，

:fili!S .r:ょにおける問題点・ 1勺δ点を分析，究明し，国際11':l-

!:r Ei.つけのヰzでf,tf！農業を総合ilJfことらえる。

11T1tなm;tり下山、fl-'iiにの人口記録まで必り，韓国人口の増

加！趨勢や増加パタ ンを明らかにしながら，草月鮮動告しの

災害から立ち白出り 1962；ドからの 5カ年二十両以後の経済成

長のかげに潜む幾年の経済的・社会的問JI.clをえぐりだす

アジア経済出版会発定

7う
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